
第１３号議案 

 

   東京都台東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条

例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２８年２月１５日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、職員の降給の基準を定める等のため提出します。 

 



   東京都台東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条

例 

 

 東京都台東区職員の分限に関する条例（昭和３５年３月台東区

条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「休職の事由」を「休職及び降給の事由」に、「及び休

職」を「、休職及び降給」に、「手続き」を「手続」に改める。 

 第２条の見出し中「休職」の次に「及び降給」を加え、同条に

次の１項を加える。 

２ 職員の勤務実績がよくない場合においては、その意に反して、

これを降給することができる。 

 第３条の見出し中「及び休職」を「、休職及び降給」に改め、 

同条第１項中「または免職することができる場合」を「若しくは 

免職することができる場合又は前条第２項の規定により職員を降 

給することができる場合」に、「基き」を「基づき」に改め、 

「明らかな場合」の次に「であつて、指導その他の人事委員会規 

則に定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が改善さ 

れない場合において、必要があると認められるときに限るもの」 

を加え、同条第２項及び第３項中「または」を「又は」に改め、 

同条第４項中「または休職」を「、休職又は降給」に改め、同条 

第５項中「前条」を「前条第１項」に改める。 

 第４条第１項中「こえない」を「超えない」に改め、同条第３

項中「第２条」を「第２条第１項」に改める。 

 第７条を次のように改める。 

（降給の効果） 



第７条 第２条第２項の規定により職員を降給する場合における

その者の号給は、降給した日の前日に受けていた号給より３号

給下位の号給（当該受けていた号給が職員の属する職務の級の

最低の号給の上位３号給以内の号給である場合にあつては、当

該最低の号給）とする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２条第２項及び第７条の規定は、

平成２８年４月１日以後の職員の行為に係る降給について適用

する。  


